
   

1 

令和２年度市町村健康づくりボランティア養成・活動支援強化事業 

助成金交付要綱 
 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、健康づくりボランティア養成・活動支援強化事業助成金（以下、助

成金とする。）の交付に関して必要な事項を定めるものとする。 

２ 本要綱及び助成金の交付事業については毎年度見直しを行うものとし、実施期間は最

長でも令和４年度までとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「健康づくりボランティア」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）健康づくり推進員 

（２）食生活改善推進員 

（３）住民等によって組織され、健康づくりに取り組む団体 

 

（助成目的および交付の対象事業） 

第３条 公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団（以下、事業団とする）は、県民の健康

づくりを推進する環境を整えることを目的として、市町村における健康づくりボランテ

ィアの養成及び活動支援を促進するため、次に掲げる事業（以下、助成対象事業とする。）

に要する経費に対して、予算の範囲内で助成金を交付する。 

（１）健康づくりボランティアの養成に関する事業 

（２）健康づくりボランティアの活動支援に関する事業 

２ 助成対象事業については、令和２年度内に実施される事業のうち、令和３年１月末日

までに実施を完了する事業を対象とする。 

 

（対象経費及び助成率） 

第４条 助成金の対象となる経費は、市町村が助成対象事業を行うために必要な経費であ

って、別表「助成対象経費」に掲げるもののうち、理事長が必要かつ適当と認めるもの

とする。 

２ 前項に掲げる助成対象経費については、原則として要綱第７条に定める交付の決定後

に支出された経費を対象とするが、事業実施期間内に使用した経費であり助成対象事業

の実施において必要不可欠と認められる経費についてはその限りでない。 

３ 助成率は、２分の１とする。  

４ 第１項の規定にかかわらず、下記に該当する経費は、助成対象外とする。 

（１）飲食費 

（２）助成申請市町村の職員に係る人件費・旅費 
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（３）備品購入代金 

（４）金券・商品券等購入費（切手代は除く） 

（５）家賃・光熱水費 

（６）その他、社会通念上妥当と認められない経費 

 

（交付額の算定方法） 

第５条 助成金の交付額は、第４条第１項に規定する助成対象経費総額に第４条第３項の

助成率を乗じて得た額とする。この場合において、1 円未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てるものとする。 

２ 助成金の限度額は、別表の通りとする。 

 

（助成金の交付の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする市町村長は、第１号様式に関係書類を添えて、令

和２年４月１５日午前９時から６月１日正午までに提出するものとする。 

 

（助成金の交付の決定） 

第７条 理事長は、前条の規定に基づく助成金の交付の申請があったときは、当該申請書

に係る書類等を審査し当該事業年度の事業計画に基づき助成することのできる資金の状

況を勘定の上、助成の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付の条件） 

第８条 前条の交付決定にあたり、理事長は、助成金の適正な交付を行うために必要があ

るときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 

（１）助成金の交付決定を受けた事業（以下「助成決定事業」という。）の内容又は経費

の 20パーセントを超える増額、若しくは減額をしようとする場合は、あらかじめ、第２

号様式により、変更承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（２）助成決定事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、第３号様式に

より、助成決定事業の（中止・廃止）承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

（３）助成対象経費を重複して他の助成金等の交付を受けてはならない。 

 

（申請書の取下げ） 

第９条 市町村長は、助成金の交付申請を取り下げようとする場合は、交付決定の通知を

受けた日から起算して 10日以内に申請の取り下げをすることができる。 

 

（状況報告） 

第 10条 市町村長は、理事長が報告を求めたときは、第４号様式の遂行状況報告書を理事

長に速やかに提出しなければならない。 
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（実績報告） 

第 11条 市町村長は、助成決定事業が完了したとき（第８条の規定による廃止の承認を受

けた日を含む。）から起算して２５日以内または令和３年２月２６日のいずれか早い日

までに、第５号様式の実績報告書に助成対象経費に係る証憑書類を添付し理事長に提出

しなければならない。 

２ 証憑書類は、対象経費に係る支払いの事実を客観的に証明する資料を添付すること。 

 

（助成金の額の確定） 

第 12条 理事長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じ

て現地調査等を行い、その報告に係る助成決定事業の実施結果が助成金の交付の決定の

内容（第８条に基づく承認をした場合は、その変更された内容）及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、市町村長に通知するもの

とする。 

２ 助成金の額の確定は、助成対象事業に要した実績額に、２分の１を乗じて得た額（１

円未満は切り捨てる）と交付決定額（変更されたときは変更後の額とする。）のいずれ

か少ない額とする。 

 

（交付決定の取り消し等） 

第 13条 理事長は、第８条の助成決定事業の中止若しくは廃止の申請があった場合、又は

次に掲げる場合には、第７条の決定の内容（第８条の規定に基づく承認をした場合は、

その承認した内容）の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１） この要綱又はこれらに基づく理事長の処分若しくは指示に違反した場合。 

（２） 助成金を助成決定事業以外の用途に使用した場合。 

（３） 助成決定事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合。 

（４） 交付の決定の後生じた事情の変更等により、助成決定事業の全部又は一部を継続す

る必要がなくなった場合。 

 

（助成金等の返還） 

第14条 理事長は、助成金等の交付の決定を取り消した場合において助成決定事業等

の当該取消に係る部分に関し、すでに助成金等が交付されているときは、期限を定

めて、その返還を命じなければならない。 

 

（助成金の請求） 

第 15 条 市町村長は、第 12 条の助成金の額が確定した後に第６号様式による請求書を理

事長に提出しなければならない。 
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（証拠書類等の保管） 

第 16条 市町村長は、助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類等を

整理し、かつ、これらの書類を助成決定事業が完了した日の属する会計年度の終了後５

年間保管しておかなければならない。 

 

（助成決定事業終了後の取組） 

第 17条 助成決定事業を実施する健康づくりボランティアは、その実施結果を踏まえ、助

成決定事業の取り組みを継続するよう努めなければならない。 

 

（雑則） 

第 18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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別表 

 

助成対象経費 

経 費 区 分 内          容 

 

報償費 

 

 

講演会、講習会、研究会等の講師・参加者の謝金等に要する経費 

 

旅費 

 

 

推進員、講師等の交通費、宿泊等に要する経費 

 

 

需用費 

 

 

消耗品の購入、教材等の印刷に要する経費 

 

役務費 

 

 

イベント参加時の保険料、資料等の郵送や運搬に要する経費等 

委託料 

 

健康づくりボランティアの養成及び活動支援を目的にした健康づくり

に取り組む団体への事業委託に要する経費 

 

 

使用料及び賃借料 

 

 

会場等の使用料、備品の賃借等に要する経費 

 

補助金 

 

健康づくりボランティアの養成及び活動支援を目的にした補助に要す

る経費（補助金の使途について内訳を明記すること。また、補助金の

使途についても、助成要綱第４条の規定を適用する。） 

 

 
 

助成上限額 
400千円： 

人口 4万人以上 
那覇市、沖縄市、うるま市、浦添市、宜野湾市、名護市、

豊見城市、糸満市、宮古島市、石垣市、南城市、読谷村 

300千円： 

人口 4万人未満 
南風原町、西原町、八重瀬町、北谷町、中城村、与那原町、

北中城村、嘉手納町、本部町、金武町、恩納村、今帰仁村、

久米島町、宜野座村、国頭村、伊江村、竹富町、大宜味村、

与那国町、東村、伊是名村、南大東村、伊平屋村、多良間

村、座間味村、粟国村、渡嘉敷村、北大東村、渡名喜村 

参照：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成 31年 1月 1日現在） 


